
募集型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(国内用) 

（旅行業法第 12 条の４による旅行取引条件説明書面） 

 

 

 

 

  

[主要旅行条件]（必ず裏面の取引条件をご確認下さい。） 

ツ ア ー 名 

 

山梨 FIJIYAMA ツインテラスと  

桃狩りと信玄餅詰め放題！ 

ゆっくり満足プラン 

 

旅行期間 

 
 

令和 8 年 7 月 11 日(土) 

旅行日程・旅行内容 別紙(募集チラシ)のとおり 

 

 

旅 行 代 金 

旅行代金（お１人当たり） （円） 人数(人)    計  （円）  

 
大人1名 18,600   

    

     

    

合計  

上記の旅行代金は、令和 8 年 5 月 15 現在の運賃・料金を基準としております。 
 

最 少 催 行 人 員 
1 コースにつき 25 名（参加者が左記人員未達のため旅行が実施されない場合は、出発の 14 日前までに
ご連絡いたします。） 

旅 程 管 理 添乗員が同行して旅程管理業務を行います。 

旅 行 代 金 に 含 ま 

れ る 費 用  

旅行日程に明示した次の費用は旅行代金に含まれます。 

利用運送機関の運賃‣料金、有料道路代、駐車場代、食事代(昼 1 回)、観光施設入場料、消費税等諸税、
添乗員経費 

 
旅 行 代 金 に 含 ま 

れ な い 費 用  
 

 
旅行日程に明示されていない交通費、個人的費用(飲食費等)、傷害・疾病に関する医療費、任意の旅行

傷害保険料。 

運 行 バ ス 会 社   

 

確 定 日 程 表 

 
確定日程表は、旅行開始日の 1 週間前を目安に交付します。ただし、旅行開始の 7 日前以降にお申込み

があった場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であっても問い合わせいただ
ければ手配状況についてご説明いたします。 

 

お支払いと旅行契約の成立（詳しくは、裏面の旅行条件の欄もご覧下さい。） 

申 込 金 10,000 円（お一人当たり※幼児を除く）を申込書の提出時にお支払下さい。 

旅 行 契 約 の 成 立 当組合の承諾と上記の申込金の受理をもって契約の成立となります。 
 
旅 行 代 金 残 金 

旅行代金からお申込金を差し引いた残金を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあた
る日までにお支払い下さい。 

 

取消しについて（詳しくは、裏面の旅行条件の欄もご確認下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この旅行は、左記旅行企画・実施者（以下当組合といいます。）

が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当組合と企画
旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになり
ます。 

この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5
により交付する契約書面の一部となります。 

お客様のご都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料を

お支払いいただきます。お取消しの連絡は、旅行のお申込みを受

けた営業所の営業時間[(  )時～(  )時まで(    曜・祝日休業)]

にのみお受けします。 
 

解除の時期 取消料の内容 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって 11 日前まで 
いただきません 

旅行開始日の前日から起算して10日以

降8日前まで 
旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前日から起算して 7 日以

降 2 日前まで 
旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日(旅行開始前) 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での
取引きの責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からのご
説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記・旅行業務取扱
管理者にご質問下さい。 

旅行企画・実施： 長野県知事登録旅行業第 2－479 号 

協同組合長野県旅行業協会 
長野市大字南長野南県町 685-2 

TEL 026(235)0109 

総合旅行業務取扱管理者 島田由美子 

(一社)全国旅行業協会正会員 

受託販売： 

        

 

お客様担当者（外務員） 氏名           



募集型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(国内用) 

（旅行業法第 12 条の４による旅行取引条件説明書面） 

 

 

 

 

  

[主要旅行条件]（必ず裏面の取引条件をご確認下さい。） 

ツ ア ー 名 

 

山梨 FUJIYAMA ツインテラスと  

美肌湧泉石和温泉 1 泊 2 日 

 

旅行期間 

 
 

令和 8年 6月 28 日(日) 

～6 月 29 日(月) 

旅行日程・旅行内容 別紙(募集チラシ)のとおり 

 

 

旅 行 代 金 

旅行代金（お１人当たり） （円） 人数(人)    計  （円）  

 
大人１名    

    

     

    

合計  

上記の旅行代金は、令和 8 年 5 月 15 日現在の運賃・料金を基準としております。 
 

最 少 催 行 人 員 
1 コースにつき 25 名（参加者が左記人員未達のため旅行が実施されない場合は、出発の 14 日前までに
ご連絡いたします。） 

旅 程 管 理 添乗員が同行して旅程管理業務を行います。 

旅 行 代 金 に 含 ま 

れ る 費 用  

旅行日程に明示した次の費用は旅行代金に含まれます。 

利用運送機関の運賃‣料金、有料道路代、駐車場代、食事代(朝 1 回‣昼 2 回‣夕 1 回)、観光施設入場料、

消費税等諸税、添乗員経費 
 

旅 行 代 金 に 含 ま 

れ な い 費 用  
 

 
旅行日程に明示されていない交通費、個人的費用(飲食費等)、傷害・疾病に関する医療費、任意の旅行

傷害保険料。 

運 行 バ ス 会 社   

 

確 定 日 程 表 

 
確定日程表は、旅行開始日の 1 週間前を目安に交付します。ただし、旅行開始の 7 日前以降にお申込み

があった場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であっても問い合わせいただ

ければ手配状況についてご説明いたします。 

 

お支払いと旅行契約の成立（詳しくは、裏面の旅行条件の欄もご覧下さい。） 

申 込 金 10,000 円（お一人当たり※幼児を除く）を申込書の提出時にお支払下さい。 

旅 行 契 約 の 成 立 当組合の承諾と上記の申込金の受理をもって契約の成立となります。 
 
旅 行 代 金 残 金 

旅行代金からお申込金を差し引いた残金を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあた
る日までにお支払い下さい。 

 

取消しについて（詳しくは、裏面の旅行条件の欄もご確認下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この旅行は、左記旅行企画・実施者（以下当組合といいます。）
が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当組合と企画

旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになり

ます。 
この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第12条の5
により交付する契約書面の一部となります。 

お客様のご都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料を

お支払いいただきます。お取消しの連絡は、旅行のお申込みを受

けた営業所の営業時間[(  )時～(  )時まで(    曜・祝日休業)]

にのみお受けします。 
 

解除の時期 取消料の内容 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって 21 日前まで 
いただきません 

旅行開始日の前日から起算して20日以

降8日前まで 
旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前日から起算して 7 日以

降 2 日前まで 
旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日(旅行開始前) 旅行代金の 50％ 

旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での
取引きの責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からのご
説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記・旅行業務取扱
管理者にご質問下さい。 

旅行企画・実施： 長野県知事登録旅行業第 2－479 号 

協同組合長野県旅行業協会 
長野市大字南長野南県町 685-2 

TEL 026(235)0109 

総合旅行業務取扱管理者 島田由美子 

(一社)全国旅行業協会正会員 

受託販売： 

        

 

お客様担当者（外務員） 氏名           




